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東郷町の給与・定員管理等について 

１ 総括 

 ⑴ 人件費の状況（普通会計決算） 

区分 
住民基本台帳人口 

(令和 6年 1月 1 日) 

歳出額 Ａ 

（千円） 

実質収支 

（千円） 

人件費 Ｂ 

（千円） 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

R4 年度の 

人件費率 

R5 年度 43,973 人 15,085,263 640,472 2,872,216 19.0％ 19.6％ 

 

 ⑵ 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 
職員数 

 Ａ 

給 与 費 
（参考）１人当た

り給与費Ｂ／Ａ 

（参考）類似団体

平均１人当たり

給与費 
給 料 職員手当 期末勤勉手当 計 Ｂ 

R5 年度 
人 

263 

千円 

1,016,480 

千円 

210,859 

千円 

418,339 

千円 

1,645,678 

千円 

6,257 

千円 

5,777 

（注）１ 職員手当には、退職手当を含まない。 

   ２ 職員数については、令和５年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職

員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。 

   ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間

勤務職員の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

切り捨て 

 

 ⑶ ラスパイレス指数の状況 
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（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の

職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員

の俸給月額を 100 として計算した指数。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したもの

である。 

※ 令和６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年
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連続で上昇している場合、③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み 

 

 

 

 

 ⑷ 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

①給料表の見直し 

［ 実施  未実施］ 

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場

合には、その理由）） 

 

 

 

 

 

 

 

②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

 

③その他の見直し内容 

 

 

 

 

 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 ⑴ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

  ① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

東郷町 39.9 歳 301,900 円 379,445 円 342,117 円 

愛知県 41.5 歳 324,046 円 430,566 円 377,192 円 

国 42.1 歳 323,823 円 405,378 円 － 

類似団体 41.3 歳 306,955 円 371,835 円 340,734 円 

 

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日 

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。若年層につい

ては、引き下げはなし。高齢層については、官民の給与差を考慮して、最大４％程度引下げを行っ

た。激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。 

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施した。 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域

手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施した。（平成２７年４

月１日実施） 

 

 

（支給割合）国基準６％に対し、東郷町においても６％を支給。 

（実施時期）平成２７年４月１日より実施。 



 3 

（注） 

１ 「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。 

      ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい

るものである。 

     また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務

手当等を除いたもの）で算出している。 

 

 ⑵ 職員の初任給の状況 (令和６年４月１日現在) 

区 分 東郷町 県 国 

一般行政職 
大学卒 202,400 円 207,300 円 196,200 円 

高校卒 170,900 円 175,000 円 166,600 円 

 

 ⑶ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (令和６年４月１日現在) 

区 分 
経験年数 10 年 

以上 15 年未満 

経験年数 15 年 

以上 20 年未満 

経験年数 20 年 

以上 25 年未満 

一般行政職 
大学卒 265,700 円 295,900 円 352,000 円 

高校卒 235,800 円 － 309,100 円 

 

 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 ⑴ 一般行政職の級別職員数の状況及び給料表の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の

給料月額 

１級 主事 42 人 21.7％ 162,100 円 249,400 円 

２級 主事 28 人 14.4％ 208,000 円 305,200 円 

３級 主任 34 人 17.5％ 240,900 円 351,000 円 

４級 主査 29 人 15.0％ 271,600 円 382,000 円 

５級 係長 17 人 8.8％ 295,400 円 394,000 円 

６級 課長補佐 8 人 4.1％ 323,100 円 411,300 円 

７級 課長 28 人 14.4％ 365,500 円 446,200 円 

８級 部長 8 人 4.1％ 410,300 円 470,000 円 

  （注）１ 東郷町職員の給与に関する条例に基づく行政職給料表（一）の級区分による職員数です。 

     ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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⑵ 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和６年４月１日現在） 
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 ⑶ 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）  

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している昇給区分 
昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分        

標準、下位の区分        

標準の区分のみ（一律）         

ロ 人事評価を活用していない   

 活用予定時期   

 

 

４ 職員手当の状況  

 ⑴ 期末手当・勤勉手当 

東郷町 愛知県 国 

1 人当たりの平均支給額 

（令和５年度）1,371 円 

1 人当たりの平均支給額 

（令和５年度）1,784 千円 
― 

＜令和５年度支給割合＞ 

期末手当  勤勉手当 

2.45 月分  2.05 月分 

（1.375 月分） （0.975月分） 

＜令和５年度支給割合＞ 

期末手当  勤勉手当 

2.45 月分   2.05 月分 

（1.375 月分） （0.975 月分） 

＜令和５年度支給割合＞ 

期末手当  勤勉手当 

2.45 月分   2.05 月分 

（1.375 月分） （0.975 月分） 

＜加算措置の状況＞ 

職制上の段階、職務の級等 

による加算措置 

役職加算５～２０％ 

＜加算措置の状況＞ 

職制上の段階、職務の級等 

による加算措置 

役職加算３～２０％ 

管理職加算４～２５％ 

＜加算措置の状況＞ 

職制上の段階、職務の級等 

による加算措置 

役職加算５～２０％ 

管理職加算１０～２５％ 

（注） （ ）内は、暫定用職員に係る支給割合です。 

 

 

○勤勉手当への人事評価の反映状況（一般行政職） 

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している成績率 
支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の成績率        
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標準、下位の成績率        

標準の成績率のみ（一律）         

ロ 人事評価を活用していない   

 活用予定時期   

 

 

 ⑵ 退職手当（令和６年４月１現在） 

東郷町 国 

（支給率）  自己都合  応募認定・定年 

勤続 20 年  19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年  28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年  39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度   47.709 月分  47.709 月分 

その他加算措置 

（定年前早期退職特例措置 2％～45％加算） 

1 人当たり平均支給額 10,024 千円 

（支給率）  自己都合  応募認定・定年 

勤続 20 年  19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年  28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年  39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度   47.709 月分  47.709 月分 

その他加算措置 

（定年前早期退職特例措置 2％～45％加算） 

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

 

⑶ 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（５年度決算） ６５，４３５千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ２０９，０５７円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

全地域 ６％ ３１３人 ６％ 

 

 

⑷ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（５年度決算） ２，９６１千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ４７，７６３円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 １１．７％ 

手当の種類  

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績（令和５

年度決算） 

左記職員に対する 

支給単価 

徴収手当 一般事務職 出張して滞納整理に関す
る事務に従事した場合 

18 千円 １日 350 円 

防疫手当 一般事務職、保健
師等 

伝染病防疫作業に従事し
た場合 

－ １日 500 円 

道路上等作
業手当 

一般事務職 
技術職（土木）等 

道路の測量又は維持修繕
の作業、下水管内又はマン
ホール内で行う保守点検
又は維持修繕の作業及び
下水処理施設の清掃作業
に従事した場合 

15 千円 １日 350 円 

用地交渉手
当 

一般事務職 
技術職（土木）等 

用地取得のため行う交渉
業務に従事した場合 

350 円 １日 350 円 
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公共土木災
害応急作業
手当 

一般事務職 
技術職（土木）等 

重大な災害の発生した箇
所で行う応急作業に従事
した場合 

14 千円 １日 530 円 
巡回監視のみ 
１回 350 円 

保健衛生手
当 

保健師等 在宅重度療養者の家庭を
訪問して業務に従事した
場合 

－ １回 200 円 

犬猫等死体
処理手当 

一般事務職等 犬猫等死体処理作業に従
事した場合 

6 千円 １体 350 円 

行旅死亡人
取扱手当 

一般事務職等 行旅死亡人の収容及び処理
の作業に従事した場合 

－ １体 1,500 円 

医療手当 医師 医師が医療業務に従事する
場合 

2,323 千円 1 件 250 円 

往診手当 医師 
診療放射線技師 
看護師 

急患等の往診業務に従事し
た場合 

190 千円 （医師） 
時間内 1回 1,000円 
時間外 1回 5,000円 
深夜   10,000 円 
(看護師･放射線技師) 
時間内 １回 200円 
時間外 １回 600円 
深夜   2,000 円 

健診手当 医師 
看護師 

東郷診療所以外で健康診断、
健康相談又は予防接種の業
務に従事した場合 

226 千円 （医師） 
健康診断、健康相談 
１回 5,000 円 
予防接種 
１日 5,000 円 
（看護師） 
予防接種 
１日 500 円 

危険手当 医師 
放射線技師 

エックス線撮影業務に従事
する職員 

140 千円 １日 800 円 

手術手当 医師 
看護師 

手術に従事した場合 － （医師） 
１回 診療報酬金額
の 2/10 
（看護師） 
１回 500 円 

 

 

 

⑸ 時間外勤務手当 

支給実績（５年度決算） ７０，６８５千円 

職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ２６４千円 

支給実績（４年度決算） ８６，０３２千円 

職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） ３３３千円 

 

 

 

⑹ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制

度との

同異 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（５年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（５年度決算） 

扶養手当 配偶者       6,500円 

子        10,000円 

配偶者以外     6,500円 

特定期間（子が高校生・大学生）

の加算       5,000円 

同 ― 19,107 千円 233,009 円 
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住居手当 借家・借間居住者 16,000円を超

える家賃の額に応じ、最高

28,000 円 

同 ― 15,417 千円 321,185 円 

通勤手当 交通機関利用者 

運賃相当額の範囲内で支給 

自動車等利用者 

片道 2Kｍ以上から通勤距離に応

じ支給 2,000 円～31,600円 

同 ― 13,657 千円 57,869 円 

管理職手当 部長相当職    75,000円 

課長相当職    50,000円 
異 

職及び支給割

合が異なる 
31,702 千円 704,497 円 

管理職員特

別勤務手当 
部長相当職     8,500 円 

課長相当職     6,500 円 
異 

職及び支給額

が異なる 
269 千円 － 

宿日直手当 勤務１回につき   5,500 円 

（12月29日～1月3日11,000円) 
異 

支給額が異な

る 
1,419 千円 － 

 

 

５ 特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在） 

区  分 
報 酬 月 額 等 

月額 （参考）類似団体における最高/最低額 

給料 
町 長 ８８３，０００円 ９２０，０００円/５８０，８００円 

副町長 ７２１，０００円 ７６０，０００円/５２２，０００円 

報酬 

議 長 ３９４，０００円 ４９９，０００円/２５２，０００円 

副議長 ３１７，０００円 ４３０，０００円/２０２，０００円 

議 員 ２８８，０００円 ４００，０００円/１７４，０００円 

期末

手当 

町 長 

副町長 

<５年度支給割合> 

６月     １．６５月分 

１２月     １．７５月分 

計     ３．４月分 

議 長 

副議長 

議 員 

<５年度支給割合> 

６月     １．６５月分 

１２月     １．７５月分 

計     ３．４0 月分 

退職

手当 

 

町 長 

副町長 

（算定方式）      （１期の手当額）   （支給時期） 

給料月額×勤続月数×３９．２／１００  16,614,528 円  在期ごと 

給料月額×勤続月数×２３．５／１００   8,132,880 円  在期ごと 

（注）１ 退職手当の 1 期の手当額は、4 月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき、1 期（4 年＝48 月）勤めた

場合における退職手当の見込額です。 
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６ 職員数の状況 

⑴ 部門別職員数の状況と主な増減理由(各年５月１日現在) 

     区  分 

部  門 

職員数(人） 対前年 

増減数 
主な増減理由 

Ｒ６ Ｒ５ 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議会 ３ ３   

総務 ６７ ６３ ４ 国勢調査準備のため及び人事異動による増員 

税務 ２２ ２０ ２ 組織機構改革による増員 

労働 ０ ０   

民生 ９９ ９５ ４ 人事異動による増員 

衛生 ２２ ２６  ▲４ 人事異動による減員 

農林水産 ８ ６ ２ 人事異動による増員 

商工 ３ ２ １ 人事異動による増員 

土木 ２６ ２４ ２ 人事異動による増員 

計 ２５０ ２３９ １１ 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数 56.85人 

（類似団体の人口1万人当たり職員数 53.56人） 

教育部門 ３１ ２４ ７ 人事異動及び少人数制学級による増員 

小 計 ２８１ ２６３ １８ 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数 63.9人 

（類似団体の人口1万人当たり職員数 67.22人） 

公
営
企
業
等
部
門 

診療所 ６ ６   

下水道 ６ ７ ▲１ 人事異動による減員 

国民健康保険 ８ ７ １ 組織機構改革による増員 

老人保健 ３ ５ ▲２ 組織機構改革による減員 

介護保険 １２ １２   

小 計 ３５ ３７ ▲２  

合 計 
３１６ 

[３２０] 

３００ 

[３２０] 

１６ 

［０］ 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数 71.86 人 

注） １ 職員数は一般職に属する職員数です。 

２ [ ]内は、条例定数の合計です。 
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⑵ 年齢別職員数の状況（令和６年４月１日現在） 
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 ⑶ 職員の推移 

（ 単位： 人・％ ） 

年度 

部門別 
31 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

過去５年間 

の増減数（率） 

一般行政 232 人 227 人 235 人 229 人 239 人 250 人 18 人（7.6％） 

教育 18 人 20 人 19 人 18 人 24 人 31 人 13 人（72.2％） 

普通会計計 250 人 247 人 254 人 247 人 263 人 281 人 31 人（12.4％） 

公営企業等会計計 35 人 33 人 35 人 40 人 37 人 35 人 0 人（0％） 

総合計 285 人 280 人 289 人 287 人 300 人 316 人 31 人（10.9％） 

（注）  １ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

    ２ 合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。 

 

 

 

 

 

 

区分 

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60 歳 

計  

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上 

職員数 ０人 32人 24人 43人 46人 37人 24人 30人 28人 35人 16人 1 人 316 人 

20   20   24   28   32  36   40   44   48   52   56  60 

歳   ｜   ｜   ｜   ｜  ｜   ｜   ｜   ｜   ｜   ｜  歳 

未   23   27   31   35  39   43   47   51   55   59  以 

満                                         上 

％ 


